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１．水質調査 

関東地方の一級河川は、久慈川、那珂川、利根川、荒川、多摩川、鶴見

川、相模川、富士川の８水系からなり、これらの河川水は水道用水、各種

の産業用水、農業用水に広く利用されて関東地方の発展に大きく寄与して

きました。 

河川の水質は各河川によって状況が異なりますが、主に工場排水や家庭

排水が汚濁源となり、河川の流況（流量の多い・少ない）にも影響を受け

ています。 

高度成長期には人口集中、産業の発展に伴い汚濁物質が大量に河川に排

出され、首都圏及びその周辺を流れる綾瀬川、多摩川、鶴見川等の水質は

大変悪化し社会問題となりました。 

排水規制、下水道整備、河川浄化事業等の推進、地域での水質改善に関

する取り組みによって、近年では綾瀬川等の水質は大幅に改善されてきま

した。 

関東地方整備局では河川の適正な利用等を図るための河川水質管理の

一環として、関東地方の一級河川の水質調査を昭和 33 年より継続して実

施しています。本資料では平成 28 年 1 月～12 月における水質調査結果に

ついてご紹介します。 

 BOD は河川の水質を、COD は湖沼の水質を評価するための指標と

して用い、「75％値」と「平均値」の 2 つの数値を示しています。 
 環境基準の満足状況をみる場合には、「75％値」を用いています。 
 
※BOD,COD および 75%値についての用語説明は 29 ページに記載しています。 
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１）水質調査地点の概要 

関東地方の一級河川直轄管理区間の河川延長 1,532.1km に対して、平成 28年は 171 地点で

水質調査を実施しました。 

 
表１ 水質調査地点の内訳 

分類 
環境基準が設定されている地点 環境基準が設定

されていない 

地点 

地点数計 
環境基準点 補助点 

河 川 78 55 8 141 

ダム湖 14 0 0 14 

湖 沼 8 8 0 16 

計 100 63 8 171 

 
※国土交通省、独立行政法人水資源機構による水質調査地点であり、都県の水質調査地点は含まれません。 

 

２）生活環境の保全に関する環境基準の満足状況 

BOD・COD（生活環境項目）でみた水質では、86％で環境基準を満足しました。 

一級河川（ダム湖・湖沼を含む）で、有機汚濁の代表的な指標である BOD値又は COD 値が

環境基準を満足した調査地点は 163地点中 140地点で、全体の 86％でした。平成 27 年に比

べ増加し、長期的にも増加傾向でした。 

8水系のうち、久慈川水系、多摩川水系、鶴見川水系、相模川水系、富士川水系の 5水系

で、全地点が環境基準を満足しました。 

 

①関東地方の環境基準の満足状況の推移 

平成 28年の水質環境基準（BOD（生物化学的酸素要求量）、COD（化学的酸素要求量））を満足し

た地点数の割合は 86％であり、平成 27 年と比較すると 2％増加しました。過去からの傾向を見る

と環境基準の満足状況は増加傾向にあります。 
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図１ 環境基準を満足している地点数の割合と河川の年間総流出量の経年変化※ 

 
※年間総流出量：各 8水系の代表地点の年平均流量(m3/s)×86,400(s/日)×年間日数(日)により算出（閏年を考慮）。 
        Ｈ２８は推定値を使用。 
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②水質の変化（地点数の割合） 

有機汚濁の代表的な指標である BOD、COD についてランクを下記のとおり設定し、平成 27 年と

平成 28年の水質を地点数割合で比較しました。 

BOD75%値でみると、3.0mg/L 以下（河川における環境基準 B 類型相当）の比較的良好な水質の

地点数の割合は増加し（H27:94.3%⇒H28:95.7%）、3.1mg/L 以上の地点数の割合は減少しました

（H27:5.7%⇒H28:4.3%）。 

COD75%値でみると、5.0mg/L 以下（湖沼における環境基準 B 類型相当）の比較的良好な水質の

地点数の割合は減少し（H27:46.7%⇒H28:40.0%）、5.1mg/L 以上の地点数の割合は増加しました

（H27:53.3%⇒H28:60.0%）。 

 
※図２に示したランク別割合の個別の数値と、上記文章の割合の数値は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。 
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図２（１） BOD75％値のランク別割合 
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図２（２） COD75％値のランク別割合
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図３ 平成 28 年 BOD・COD75％値の水質状況 
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③水系別に見た環境基準の満足状況 

関東地方 8 水系の環境基準(BOD・COD)の満足状況は、久慈川水系、多摩川水系、鶴見川水系、

相模川水系、富士川水系の 5水系で全地点満足しました。 

平成 27年の環境基準の満足状況と比較すると、那珂川水系が 100%から 90%に減少し、利根川水

系が 74％から 77％に増加し、荒川水系 88％から 94％に増加しました。 
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平成27年 5 / 5 10 / 10 69 / 93 15 / 17 17 / 17 4 / 4 3 / 3 14 / 14 137 / 163

平成28年 5 / 5 9 / 10 72 / 93 16 / 17 17 / 17 4 / 4 3 / 3 14 / 14 140 / 163

注）表中の数字は満足地点数／調査地点数

　　調査地点には類型未指定の下記地点は含まれない。

　　　・利根川水系：　横利根川 八筋川

　　　・鶴見川水系：　大熊川 大竹橋、鳥山川 又口橋、早淵川 峰の大橋、矢上川 矢上川橋

　　　・富士川水系：　塩川 塩川橋

　　　・荒川水系　：　浦山川 浦山ダム、中津川 滝沢ダム

相模川 富士川 合計久慈川 那珂川 利根川 荒川 多摩川 鶴見川

 
 

図４ 水系別環境基準の満足状況（BOD・COD） 

 
表２ 環境基準を全地点満足した水系と継続年数  
環境基準を全地点 

満足した水系 

環境基準全地点

満足開始年 

環境基準満足 

継続年数 

久慈川水系 平成 9年 20年継続 

多摩川水系 平成 19年 10年継続 

鶴見川水系 平成 20年 9年継続 

相模川水系 昭和 58年 34年継続 

富士川水系 平成 19年 10年継続 
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３）水質の改善状況 

過去 10 年の間に水質改善された地点は、全体で※126地点（76%）でした。 

水質改善が最も大きかったのは、亀の子橋（鶴見川水系鶴見川）であり、次いで秋山川末

流（利根川水系秋山川）、運河橋（利根川水系利根運河）です。 

※関東地方の一級河川における、今年度の調査対象の 171地点中、10年前から測定を継続している 166地点について比較

しました。 

 
平成 28年の地点毎の BODの年間平均値と平成 18年の地点毎の BOD の年間平均値から、河川に

おける 10年間の水質改善幅による地点の水質改善状況を比較すると、関東 1位の亀の子橋（鶴見

川水系鶴見川）は 5.0mg/L の改善幅であり全国 2位、関東 2位の秋山川末流（利根川水系秋山川）

は 4.8mg/L の改善幅であり全国 3位、関東 3位の運河橋（利根川水系利根運河）は 4.0mg/L の改

善幅であり全国 5位でした。 

 
表３（１） BOD 平均値の改善幅による過去 10 年間の水質改善状況（関東の河川） 

順位 河川名 地点名 都道府県名 

① 平成18年 

BOD年間平均値 

（mg/L ） 

② 平成28年 

BOD年間平均値 

（mg/L ） 

①と②比較 

水質改善幅 

(mg/L ） 

1 鶴見川 亀の子橋 神奈川県 7.4 2.4 5.0 

2 秋山川 秋山川末流  栃木県 6.1   1.3 4.8 

3 利根運河 運河橋 千葉県 7.9 3.9 4.0 

4 利根運河 運河（合流前） 千葉県 9.8 6.1 3.7 

5 鶴見川 大綱橋 神奈川 5.8 2.7 3.1 

 
表３（２） BOD 平均値の改善幅による過去 10 年間の水質改善状況（全国の河川） 

順位 河川名 地点名 都道府県名 

① 平成18年 

BOD年間平均値 

（mg/L ） 

③ 平成28年 

BOD年間平均値 

（mg/L ） 

①と②比較 

水質改善幅 

(mg/L ） 

1 山科川 中野橋 京都府 7.4 2.1 5.3 

2 鶴見川 亀の子橋 神奈川県 7.4 2.4 5.0 

3 秋山川 秋山川末流 栃木県 6.1 1.3 4.8 

4 高屋川 川北 広島県 6.2 1.8 4.4 

5 利根運河 運河橋 千葉県 7.9 3.9 4.0 

※「平成 28 年 全国一級河川の水質現況 2016」（水管理･国土保全局河川環境課）より 

 

 

利根運河 運河橋近くで水生生物調査を実施している風景(平成 28 年) 
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４)人の健康の保護に関する環境基準の満足状況 

人の健康の保護に関する環境基準は、全ての地点及び項目について、環境基準を満足しま

した。 

 

人の健康の保護に関する環境基準として 27項目が定められており、関東地方 8水系の 159地点

で調査を実施しました。 

調査結果は、全ての地点及び項目について、環境基準を満足しました。 

 
 

表４ 人の健康の保護に関する環境基準 

 

項目 基準値 

カドミウム 0.003mg／L 以下 

全シアン 検出されないこと。 

鉛 0.01mg／L 以下 

六価クロム 0.05mg／L 以下 

砒素 0.01mg／L 以下 

総水銀 0.0005mg／L以下 

アルキル水銀 検出されないこと。 

ＰＣＢ 検出されないこと。 

ジクロロメタン 0.02mg／L 以下 

四塩化炭素 0.002mg／L以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg／L以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg／L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg／L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg／L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg／L以下 

トリクロロエチレン 0.03mg／L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg／L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg／L以下 

チウラム 0.006mg／L以下 

シマジン 0.003mg／L以下 

チオベンカルブ 0.02mg／L 以下 

ベンゼン 0.01mg／L 以下 

セレン 0.01mg／L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg／L 以下 

ふっ素 0.8mg／L 以下 

ほう素 1mg／L 以下 

1,4－ジオキサン 0.05mg／L以下 

出典：環境庁告示第 59号 昭和 46年 12月 28日(最終改定 平成 25年 3月 27日) 

 



 

 8 平成 28 年関東地方一級河川の水質現況｜概要パンフレット｜ 

桜 川 －桜川清流ルネッサンスⅡの取り組み－ 
 

桜川の概要 

桜川は、那珂川
な か が わ

の一次支川であり、水戸市・笠間市を流域に持つ、全長約 19km の一級河川です。 

上流部は笠間市の豊かな緑の中を流れ、中・下流は近年都市化の発展がめざましい水戸市の市街地を流
れており、沿川には日本三名園の一
つである 偕

か い
楽園
ら くえ ん

や 千波湖
せ ん ば こ

（千波公
園）などもあり、市民の貴重な憩い
の場となっています。 

一方で、桜川は、流域の都市化の
進展とともに生活排水の流入等に
よる水質悪化が進み、夏には千波湖
や桜川下流においてアオコによる
水面景観の悪化や悪臭が発生する
など、親水性が損なわれており、流
域住民から水環境の改善が強く望
まれていました。 

 
桜川清流ルネッサンスⅡによる水質改善の取り組み  

清流ルネッサンスⅡとは、流域住民と国と自治体が連携して、水質浄化・水辺の環境整備といった水環
境の改善を目指す取り組みです。 

桜川では上記のように水質の悪化や夏季にアオコが発生するという課題があったことから、平成 19 年
に「第二期水環境改善緊急行動計画（桜川清流ルネッサンスⅡ）」を策定し、行政(国、県、市)と流域住民
が連携して桜川・千波湖などの水環境を改善する取り組みを行っています。 

 

偕楽園 

桜川流域 
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桜川清流ルネッサンスⅡの主な取り組みの効果 

【親水性の向上】 
桜川が流れる水戸駅周辺は、偕楽園や 備前堀

び ぜ ん ぼ り
などの歴史的資源、市民の憩いの場である千波湖などの

豊かな自然に恵まれた魅力あふれる空間です。桜川清流ルネッサンスⅡでは、人が集う観光交流拠点の形
成を目指して、市民や観光客が水辺に親しめる親水拠点や安全に水辺を散策できる遊歩道を整備しました。
この取り組みにより、水辺への満足度も向上しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【水質の改善】 

桜川清流ルネッサンスⅡに基づく様々な取り組みにより、桜川の水質が大きく改善するなど取り組みの
効果は現れてきていますが、千波湖や桜川の下流部では依然としてアオコが発生しています。アオコ発生
の問題に対しては桜川への浄化用水の導入（霞ヶ浦導水）により更なる水質改善を図っていきます。 
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駅南小橋
搦手橋

計画目標 5.0mg/L以下

桜川清流ルネッサンスⅡ開始

0%

20%

40%

60%

80%

100%

約14年前 現在

整
備
前
後
の
満
足
度

良い印象を持つ回答者が
2割弱から約9割に増加

出典： 那珂川環境整備事業に関
する アンケート調査
（H26）

桜川遊歩道の整備 桜川親水施設の整備 

桜川河川敷で花見を楽しむ人々（桜まつりの頃） 

水辺の満足度の向上 

遊歩道整備前：河川敷は利用しにくく、橋梁下部は 
分断されていました。 

遊歩道整備後：河川敷で上下流の行き来が自由にできます。 
平成 12年頃  整備後 

桜川下流部のアオコ発生の様子 
(H28.10.16撮影) 

桜川の BOD（75％値）の変化 

桜川 

桜川 

 

 

 整備の結果、水辺に良い
印象を持つ回答者が 
約 20%から約 90％に増加 

桜川 

桜川 

出典：那珂川環境整備事業に
関するアンケート調査
（H26） 
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２．新しい水質指標による調査 

これまで河川の水質は BOD 等を中心に評価してきましたが、近年人と

河川のふれあいや生態系への関心など多様な視点で河川環境を評価する

ことが求められています。 

河川水質・河川環境に対する住民の皆さんや利水者の方のニーズにお応

えするために、国土交通省では BOD だけではなく多様な視点で河川水質

を評価する新しい水質指標を検討しています。 

「今後の河川水質管理の指標について（案）」を平成 17 年 3 月に策定（平

成 21 年 3 月改訂）し、以下の４つの河川水質管理の視点別に新しい水質

指標のランクを設定しました。 

①人と河川の豊かなふれあいの確保 
②豊かな生態系の確保 
③利用しやすい水質の確保 
④下流域や滞留域への影響の少ない水質の確保 

この指標では住民の皆さんとの協働による測定項目（水のにおい、川底

の感触、ゴミの量）及び河川管理者による測定項目からなり、河川を多様

な視点で評価する、よりわかりやすい調査手法です。 

新しい水質指標による調査は平成 17 年より実施されており、本資料で

は平成 28 年の調査結果についてご紹介します。 
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平成 28年の調査は小中学校や一般市民から延べ 605人の参加を得て協働実施しました。

参加者数が最も多かったのは利根川水系の 194人でした。 

１)人と河川の豊かなふれあいの確保  

7 水系 49 地点で調査が実施され、このうち 15 地点において延べ 605 人の参加を得て住民

との協働調査を実施しました。 

年間評価では「Ａランク（顔を川の水につけやすい）」が 10 地点（20％）、「Ｂランク（川

の中に入って遊びやすい）」が 22 地点（45％）であり、直接的な親水活動が可能な地点が半

分以上を占めました。また、「Ｃランク（川に近づきやすい）」が 13地点（27％）であり、「Ｄ

ランク（川の水に魅力がなく、近づきにくい）」は最も少なく 4地点（8％）でした。 

 

 

ランク 説明 
ランクの 

イメージ 

評価項目と評価レベル※1) 

ゴミの量 
透視度 
（cm）※2) 

川底の感触 
※3)、4) 

水のにおい 
糞便性大
腸菌群数 
（個/100mL） 

A 
顔を川の水につ

けやすい 

 川の中や水際にゴ

ミは見あたらないま

たは、ゴミはあるが

全く気にならない 

100 

以上 

※2） 

快適である 

不快でない 

100 以下 

B 
川の中に入って

遊びやすい 

 
川の中や水際にゴ

ミは目につくが、我

慢できる 

70 

以上 

不快感が 

ない 

1000 

以下 

C 

川の中には入れ

ないが、川に近づ

くことができる 

 
川の中や水際にゴ

ミがあって不快であ

る 

30 

以上 

不快である 

水に鼻を近づけ

ると不快な臭いを

感じる 1000 を

超えるも

の 

D 

川の水に魅力が

なく、川に近づき

にくい 

 
川の中や水際にゴ

ミがあってとても不

快である 

30 

未満 

水に鼻を近づけ

るととても不快な

臭いを感じる 

※1)評価レベルについては、河川の状況や住民の感じ方によって異なるため、住民による感覚調査等を実施し、設定することとする。 
※2)実際には 100cm を超える水質レベルを設定すべきであり、今後の測定方法の開発が望まれる。 
※3)川底の感触とは、河床の礫に付着した有機物や藻類によるヌルヌル感を対象とする。そのため、川底の感触は、ダム貯水池、湖沼、堰の湛 

水域には適用しない 
※4)感触の「不快感」については、各々以下のイメージである 
    A：素足で入りたいと感じる  B：履物があれば入りたいと感じる  C：履物をはいても入りたくない 
評価方法：調査時の地点評価は最も低いランクとし、年間の地点評価は最頻ランク（最頻ランクが 2 つ以上の場合は低いランク）としている。 
 

Ａランク 8 （4） 10 （3）

Ｂランク 16 （9） 22 （8）

Ｃランク 19 （5） 13 （2）

Ｄランク 3 （2） 4 （2）

計 46 （20） 49 （15）

（　）は住民との協働による調査地点数を示す。

ランク

人と河川の
豊かなふれあい

平成27年
地点数

平成28年
地点数
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図５ 「人と河川の豊かなふれあいの確保」の視点のランク別地点数とその割合 

住 民 との 協 働項 目  
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2)豊かな生態系の確保  

7 水系 38 地点で調査が実施され、このうち 14 地点において延べ 587 人の参加を得て住民

との協働調査を実施しました。 

年間評価では「Ａランク（生物の生息・生育・繁殖環境として非常に良好）」が 12地点（32％）、

「Ｂランク（良好）」が 19 地点（50％）であり、豊かな生態系の確保として良好な地点が約

8割を占めました。また、「Ｃランク（良好とはいえない）」が 5地点（13％）であり、「Ｄラ

ンク（良くない）」は最も少なく 2地点（5％）でした。 

 

 

ランク 説明 
評価項目と評価レベル 

DO(mg/L)※1) NH4-N(mg/L) ※2) 水生生物の生息※3) 

A 生物の生息・生育・繁殖環境として非常に良好 7 以上 0.2 以下 

Ⅰ．きれいな水 

・カワゲラ 

・ナガレトビケラ等 

B 生物の生息・生育・繁殖環境として良好 5 以上 0.5 以下 

Ⅱ．ややきれいな水 

・コガタシマトビケラ 

・オオシマトビケラ等 

C 生物の生息・生育・繁殖環境として良好とは言えない 3 以上 2.0 以下 

Ⅲ.きたない水 

・ミズムシ 

・ミズカマキリ等 

D 生物が生息・生育・繁殖しにくい 3 未満 2.0 を超えるもの 

Ⅳ．とてもきたない水 

・セスジユスリカ 

・チョウバエ等 

※1) 「DO」：溶存酸素濃度。水生生物が生きていくうえで不可欠な水中の酸素量。 
※2) 「NH4-N」：アンモニウム態窒素。水生生物に影響を与える毒性を評価する指標。 
※3) 水生生物の生息は流れのある瀬で調査を実施する。そのため、水生生物の生息はダム貯水池、湖沼、堰の湛水域には適用しない。 
評価方法：調査時及び年間の地点評価とも、最も低いランクとしている。 
 

Ａランク 11 （7） 12 （5）

Ｂランク 17 （10） 19 （7）

Ｃランク 5 （1） 5 （1）

Ｄランク 3 （0） 2 （1）

計 36 （18） 38 （14）

（　）は住民との協働による調査地点数を示す。

ランク

豊かな生態系の確保

平成27年
地点数

平成28年
地点数
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図６ 「豊かな生態系の確保」の視点のランク別地点数とその割合 

 

住 民 との 協 働項 目  
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3)利用しやすい水質の確保  

6水系 22地点で調査が実施されました。 

年間評価では「Ａランク（より利用しやすい）」が 7地点（32％）、「Ｂランク（利用しやす

い）」が 3地点（14％）であり水道水源として利用しやすい地点が約 6割を占めました。 

「Ｃランク（高度な処理が必要）」が 12 地点（55％）であり、トリハロメタン生成能    

（9地点）、ＮＨ4-Ｎ（6地点）及び２－ＭＩＢ（4 地点）の評価が低かったことによるもので

した。 

 

ランク 説明 

評価項目と評価レベル 

安全性 快適性 維持管理性 

トリハロメタン生成能

(μg/L) ※1) 

２－ＭＩＢ 

(ng/L) ※2) 

ジオスミン 

(ng/L) ※2) 
NH4-N(mg/L) ※3) 

A より利用しやすい 

100 以下 

5 以下 10 以下 0.1 以下 

B 利用しやすい 20 以下 20 以下 0.3 以下 

C 
利用するためには高度な

処理が必要 
100 を超えるもの 20 を超えるもの 20 を超えるもの 0.3 を超えるもの 

※1) 「トリハロメタン生成能」：発がん性のあるトリハロメタンの潜在的な生成量を示す項目で、水の安全性を評価する指標。 
※2) 「2－ＭＩＢ」、「ジオスミン」：カビ臭を発する物質であり、水の臭いや味覚を評価する指標。 
※3) 「NH4-N」：アンモニウム態窒素。NH4-N が多いと多量の塩素が必要となるため、上水道処理の維持管理性を評価する指標。 
評価方法：調査時の地点評価は最も低いランクとし、年間の地点評価は 95％値（データが 12 個ある場合、良い方から 11 番目）としている。 
 

平成27年
地点数

平成28年
地点数

Ａランク 12 7

Ｂランク 6 3

Ｃランク 8 12

計 26 22

ランク

利用しやすい水質

 

46%

23%
31%32%

14%

55%
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図７ 「利用しやすい水質の確保」の視点のランク別地点数とその割合 

※『下流域や滞留域への影響の少ない水質の確保』の指標については、一般的に滞留水域の水質 

と滞留水域に流入する河川の水質は異なり、現状の知見では下流域への影響を与える河川水質 

濃度を評価することは困難であることから、評価項目が設定されておらず、ここでも特に記載 

していません。 
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4)総合評価  

富岡橋（久慈川水系久慈川）は「人と河川の豊かなふれあいの確保」「豊かな生態系の確保」

「利用しやすい水質の確保」の 3指標ともＡランクと評価されました。 

2指標がＡランクと評価された地点は水瀬大橋（久慈川水系里川）等 5地点でした。 

 

機初橋下流

野口

坂本沢合流後

川島橋

赤岩用水取水口

調布橋
永田橋

鶴巻橋

水瀬大橋

新茅根橋下流
富岡橋

成田橋

正喜橋
久下橋

東松山橋

高麗川大橋 水郷大橋

河口堰

下国井

流山橋

新葛飾橋
矢切取水場取水口

凡例

3指標においてAランク

2指標においてAランク

1指標においてAランク  
 

図８ 平成２８年新しい水質指標による調査結果 

 

表５ 平成２８年新しい水質指標による調査結果 

人と河川の
豊かなふれあい

の確保

豊かな生態系の
確保

利用しやすい
水質の確保

　　　　三つ星
　　　　　3指標において
　　　　　Aランク評価

久慈川水系 久慈川 富岡橋 ★ ★ ★

久慈川水系 里川 水瀬大橋 ★ ★

那珂川水系 那珂川 野口 ★ ★

鬼怒川 川島橋 ★ ★

渡良瀬川 赤岩用水取水口 ★ ★

多摩川水系 多摩川 調布橋 ★ ★

・・・調査が実施されていない項目

Aランク評価内訳

　　　　二つ星
　　　　　2指標において
　　　　　Aランク評価 利根川水系

評価内容 水系名 河川名 地点名
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３．水生生物による水質の簡易調査 

河川の中にすんでいるサワガニ、カワゲラなどの生き物（水生生物）は、

水の汚れ（水質汚濁）の長期的・複合的な状況を反映していますので、こ

れらの生物の種類や数を調べることによりおおまかな河川の水質状況を

知ることができます。 

国土交通省と環境省では、昭和 59 年度より小学生、中学生、高校生、

一般市民の方の参加を得て「水生生物による水質の簡易調査」を継続的に

実施し、住民の方と一緒に河川の水質を把握しています。 

河川の水質を知る方法として BOD などで代表される理化学的な測定が

あり定量的に調査ができる反面、住民の方にはわかりにくく自ら調査する

ことが難しいという問題がありました。 

「水生生物による水質の簡易調査」は住民の方にもわかりやすく、だれ

でも簡単に調査することができます。また、調査を通じて水辺に接するこ

とにより、身近な川の環境に関心を持ち水質保全、河川愛護の必要性を認

識していただくよい機会にもなっています。 
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平成 28 年は、小中高生や一般市民から延べ 943人の参加を得て、8水系 21河川 46 地点で調

査を実施しました。 

判定内容が「Ⅰ（きれいな水）」であった地点は 23地点、全体の 50％でした。 

１）水生生物による水質の簡易調査の概要 

平成 28年は、関東地方の一級河川のうち 8水系 21河川 46地点を対象に、小学生、中学生、高 

校生（708人、75％）および一般市民（235人、25％）、延べ 943人の参加を得て調査を実施しま 

した。平成 27年と比べると、延べ参加人数は 1,064人から 943人と 121人減少しました。 

49人

157人

343人

170人 166人

26人

153人

89人

157人

316人

114人
150人

37人
80人

0

50

100

150

200

250

300

350

400

久慈川 那珂川 利根川 荒川 多摩川 相模川 富士川

参
加
人
数
（
延
数
）

（水系）

平成27年

平成28年

 
図９ 一般市民等の参加人数 

 

2）水生生物による水質の簡易調査の結果  

平成 28年は、判定内容が「Ⅰ（きれいな水）」であった地点は 50.0％、「Ⅱ（ややきれいな水）」 

であった地点は 34.8％で合わせて 84.8％であり、水生生物から見て比較的きれいな地点が非常に 

多い結果でした。平成 27年の 83.7％と比べ、増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 10 水生生物による水質の簡易調査結果（地点割合） 
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水生生物による水質の簡易調査の状況 

久慈川水系（里川） 那珂川水系（那珂川） 利根川水系（神流川） 荒川水系（荒川） 

    
多摩川水系（多摩川） 相模川水系（相模川） 富士川水系（富士川） 利根川水系（渡良瀬川） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 水生生物による水質の簡易調査結果（Ⅰ(きれいな水)と評価された地点）
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  Ⅰ（きれいな水） 
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富 士 川 －富士川水系ミズベリング・プロジェクト－ 

 
富士川水系の概要 

富士川は、山梨県と長野県の県境に位置する 鋸 岳
のこぎりだけ

に源を発し、
山梨県甲府盆地で支川笛吹川と合流した後、静岡県において駿河
湾に注ぐ、全長 128km の一級河川です。 

日本を代表する急流河川である富士川は、古くから水害に悩ま
され、独自の治水対策が行われてきました。武田信玄が築いたと
される 信

し ん
玄堤
げんつつみ

※1 や、江戸時代初期に 古郡
ふるごうり

氏が三代に渡って完
成させた 雁 堤

かりがねづつみ
※2 は、今でもその治水機能を発揮しています。

また、伝統的治水工法として 聖
せ い

牛
ぎゅう

※3 も現存しています。 

江戸・明治時代には舟運も盛んで、米などの物資の運搬や、人々
の交通手段としての役割を果たしていたほか、地域の人々や文化
の交流の道としても賑わっていました。 

また、笛吹川の鵜飼は、平安時代から 800 年以上の歴史があり、
鵜匠が船に乗らず川を歩きながら鵜を操る、「徒歩鵜

か ち う
」とよばれる

珍しい漁法が行われ、現在は保存会による実演が行われています。 

富士川水系では、このような水辺の観光資源を活かした水辺の
新しい活用の可能性を創造し、より一層の地域の賑わいを生み出
すことが求められています。 

 
 
 
 
 
  
富士川水系ミズベリング・プロジェクト 

【富士川水系ミズベリング研究会の共同設置】 

国土交通省では、かつての河川水辺の賑わいを取り戻し、
日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していく「ミズベ
リング・プロジェクト※４」を全国で展開しています。 

甲府河川国道事務所では、富士川の水辺とまちの未来を
創造する取り組みを展開しており、その取り組みを推進す
るために、平成 27 年 3 月「富士川水系ミズベリング研究
会」を立ち上げました。同研究会は、ミズベリングに関す
る情報を関係者で共有し、産官学との連携のあり方と、人
材活用方策について調査・研究を行うことを目的としてい
ます。人材育成を行う県内大学・短期大学により設立され
た「大学コンソーシアムやまなし(特定非営利活動法人)」と
の共同設置によるもので、様々な立場からの参画により取
り組みを推進することを目指しています。

富士川流域 

現在の信玄堤と聖牛           徒歩鵜の様子 

※1 信玄堤： 下流から上流に向かって不連続に八の字の切れ目
が入った堤防である霞堤（かすみてい）の一つです。武田信玄が
御勅使川と釜無川合流地点に築いたと言われる霞堤を信玄堤と
言います。 
※2 雁堤：富士川の洪水を安定して流し、川路を安定すると共
に氾濫を防御する役目があり、高い所から見ると全体の形が空を
翔ぶ雁の姿に似ているところから「雁堤」の名が付けられたと伝
えられています。 
※3 聖牛：洪水の流れを弱めるために考えられた河川工法で、
富士川で発祥しました。 

報道機関 

言 

観光 

産 

大学 

学 

国・県・市
 

官 

※ 

研究会の目的 
①水辺を楽しむ人 
②水辺で街を変える人 
③水辺で新しいビジネスを作る人 

を増やす・育てる 

研究会の構成 

※言：富士川水系ミズベリングの取り組みを、
広く一般の人に発信する役割を担う 

※4 ミズベリング・プロジェクト：水辺に興味を持つ市民や企業、そして行政が三位一体とな
って、水辺とまちが一体となった美しい景観と、新しい賑わいを生み出すムーブメントをつぎ
つぎと起すプロジェクトです。 

聖牛  
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【富士川水系ミズベリング・プロジェクトによる主な取り組み】 

富士川水系ミズベリング・プロジェクトでは、水辺の新しい活用性を創造していくために、地元の方々、
企業、行政等による勉強会やイベント等を数多く開催しています。 

 

 

 

富士川水系ミズベリングイベント開催マップ（H29年 3月 31日現在） 

A 

B 

●H27.3.6 
ミズベリング懇談会 
in富士川町 

 
●H27.6.29 
ミズベリング懇談会 
in富士川病院 

 
●H28.10.27 
第2回ミズベリング懇談会 in
富士川町 

E 

ミズベリング懇談会 in富士川町 
～設立後初の懇談会の様子～ 

●H27.7.7 
 水辺で乾杯 昇仙峡観光協会 
 
●H28.2.24 
 昇仙峡ミズベリング勉強会

in国立公園 
 
●H28.9.9 
 第 2回 昇仙峡ミズベリング
勉強会 in 国立公園 

水辺で乾杯 昇仙峡観光協会 
～水辺で昇仙峡の未来に乾杯！！～ 

●27.3.7 
 ミズベリング笛吹会議 
 
●H27.12.23 
 ～水辺で乾杯～ Winter Version 
 
●H28.2.23 
 ミズベリングもてなし勉強会 in笛吹市 
 
●H28.3.27 
 ～水辺で乾杯～ 花の宴＊光の宴 
 
●H28.7.7 
 水辺で乾杯 笛吹市 近津用水 
 
●H28.8.7 
 夏休み川遊び体験 in 笛吹川 
 
●H28.8.21～11.27 
 水辺カフェ実証実験 
 
●H28.9.10 
 大学生観光まちづくりコンテスト本選 
 
●H28.12.6 
 第 2回 ミズベリング笛吹会議 

●H27.10.2  ミズベリング南アルプス懇談会 
 
●H27.10.25 JTB地球いきいきプロジェクト 
 
●H28.9.25  JTB地球いきいきプロジェクト 

D 

●H28.1.19 
 ミズベリング懇談会 in山梨市 
 
●H28.7.7 
 水辺で乾杯 山梨市 万力公園 
 
●H28.11.6 
 JTB地球いきいきプロジェクト 
 
●H29.3.11 
 ミズベリング勉強会 in山梨市 

C JTB地球いきいきプロジェクト 
～山梨市のかわまちづくりを学ぼう～ 

笛吹市 

富士川町 

昇仙峡 

南アルプス市 

山梨市 

その他 
●H27.5.28 
 山梨県政記者クラブ説明会 
 
●H27.12.16 
 ミズベリング研究会 ～富士川水系ミズベ
リング・プロジェクト活動報告会～ 

夏休み川遊び体験 in 笛吹川 
～笛吹川で楽しく安全に遊ぼう～ 

～水辺で乾杯～ 花の宴＊光の宴 
～水辺で楽しむ桜と光の宴～ 

 

 

 

 

C 

B 

E 

 
A 

 
D 

水辺カフェ実証実験 
～水辺カフェで楽しむ地域食材～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．微量化学物質に関する調査 

ダイオキシン類とは、ダイオキシン類対策特別措置法に定義されている

3 種の化合物群です。工業的に製造される物質ではなく、ゴミ焼却の過程

などで非意図的に生成される物質であり、毒性が非常に強く残留性が高い

物質です。 

また、内分泌かく乱化学物質とは、動物の生体内に取り込まれた場合に、

本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因

性の物質です。 

国土交通省では、ダイオキシン類については平成 11 年度から、内分泌

かく乱化学物質として疑いのある物質については平成 10 年度から全国一

級水系で継続的に調査を実施しています。 
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１）ダイオキシン類実態調査結果 

平成 28 年度は、水質 38地点、底質 34 地点でダイオキシン類の調査を実施した結果、水質

の 3 地点（8%）で環境基準を超過しました。なお、底質はすべての地点で環境基準を満足し

ました。 

（１）調査概要 

平成 11年度から関東地方の一級水系において「ダイオキシン類対策特別措置法」で定義されて

いるダイオキシン類(※1)の調査を次の 68地点で実施しています。 

・基準監視地点 16 地点 

順流最下流の環境基準点（順流最下流に環境基準点がない場合は最下流の環境基準点）に加え

て国土交通省が管理している湖沼の代表地点などを選定 

・補助監視地点 52 地点 

基準監視地点を補完する目的で、支川の合流点、過去の調査結果で比較的高濃度であった地点、

ダム・堰の地点等を選定 

 
調査頻度については、基準監視地点は毎年秋期に１回、補助監視地点については 3 年毎の秋期

に 1 回、重点監視地点は春期・夏期・秋期・冬期の毎年 4 回の調査を実施しており、環境基準値

に対する評価は年間平均値をもって行っています。 

過去に要監視濃度(※2)を上回った地点を重点監視地点とし、8回連続して要監視濃度を下回る値

を観測した場合は、重点監視状態を解除し一般の監視地点に戻しています。 

 
（※1）ダイオキシン類対策特別措置法に定義される『ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン』『ポ

リ塩化ジベンゾフラン』『コプラナーポリ塩化ビフェニル』の 3 種の化合物群。非意図的に

生成され、毒性が非常に強く、残留性が高い物質。 

（※2）要監視濃度とは、環境基準（水質 1.0pg-TEQ/L、底質 150pg-TEQ/g）の 1/2 の値です。 

1/2は環境基準に対する安全率を 2 倍として設定されたものです。 

（２）調査結果  

平成 28年度の調査は水質 38地点、底質 34地点で実施しました。 

① 水質 

水質は 3地点を除いて環境基準（1pg-TEQ/L）を満足しました。 

平成 28 度の年間平均値は 0.067～1.7pg-TEQ/L で、前年度の調査結果（0.067～1.3pg-TEQ/L）

と比較すると濃度の最大値が上昇しました。 

要監視濃度を上回った地点は、利根川水系中川（潮止橋、飯塚橋、高砂橋）、利根川水系綾瀬川

（槐戸橋、手代橋、内匠橋）の 6地点であり、地点数は平成 27年度と同じとなりました。 

その内、環境基準を満足していない地点は、利根水系綾瀬川（槐戸橋、手代橋、内匠橋）の 3

地点であり、平成 27 年度の 2地点に比べ、1地点増加しました。 

② 底質 

底質の平成 28年度の年間平均値は 0.21～25pg-TEQ/gで、前年度の調査結果（0.21～26pg-TEQ/g）

と比較すると低く、すべての地点で環境基準（要監視濃度含む）を満足しました。 
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表６ ダイオキシン類の調査結果の詳細 

春期 夏期 秋期 冬期 年間 秋期 年間

久慈川 榊橋 基準 - - 0.085 - 0.085 2.6 2.6

里川 新落合橋 補助 - - 0.087 - 0.087 0.22 0.22

那珂川 下国井 基準 - - 0.070 - 0.070 1.9 1.9

桜川 駅南小橋 補助 - - 0.21 - 0.21 8.3 8.3

利根川 坂東大橋 補助 - - 0.076 - 0.076 0.43 0.43

利根川 布川 補助 - - 0.12 - 0.12 6.0 6.0

利根川 佐原(水郷大橋) 基準 - - 0.098 - 0.098 1.6 1.6

烏川 岩倉橋 補助 - - 0.080 - 0.080 0.36 0.36

渡良瀬川 草木ダム 補助 - - 0.067 - 0.067 2.5 2.5

渡良瀬川 渡良瀬遊水池 補助 - - 0.078 - 0.078 3.0 3.0

渡良瀬川 三国橋 基準 - - 0.16 - 0.16 0.24 0.24

鬼怒川 川治ダム 補助 - - 0.067 - 0.067 0.89 0.89

鬼怒川 滝下橋 基準 - - 0.18 - 0.18 0.99 0.99

小貝川 文巻橋 基準 水質重点監視 0.37 0.41 0.68 0.40 0.47 0.28 0.28

江戸川 江戸川水門(上) 基準 - - 0.12 - 0.12 8.8 8.8

中川 潮止橋 補助 水質重点監視 1.2 0.64 0.52 0.39 0.69 － －

中川 飯塚橋 基準 水質重点監視 0.89 0.72 0.70 0.55 0.72 1.8 1.8

中川 高砂橋 補助 水質重点監視 0.76 0.47 0.72 0.60 0.64 1.4 1.4

綾瀬川 槐戸橋 補助 水質重点監視 1.9 1.7 0.93 0.94 1.4 － －

綾瀬川 手代橋 補助 水質重点監視 1.9 2.9 0.58 1.6 1.7 － －

綾瀬川 内匠橋 基準 水質重点監視 1.5 2.8 0.29 0.86 1.4 14 14

西浦 湖心 基準 - - 0.15 - 0.15 17 17

北浦 釜谷沖 基準 - - 0.24 - 0.24 25 25

荒川 二瀬ダム 補助 - - 0.067 - 0.067 0.73 0.73

浦山川 浦山ダム 補助 - - 0.067 - 0.067 1.9 1.9

中津川 滝沢ダム 補助 - - 0.067 - 0.067 0.91 0.91

荒川 久下橋 補助 　 - - 0.070 - 0.070 0.62 0.62

荒川 治水橋 基準 - - 0.084 - 0.084 1.1 1.1

荒川 荒川調節池 補助 - - 0.12 - 0.12 10 10

荒川 笹目橋 補助 - - 0.072 - 0.072 0.25 0.25

荒川 堀切橋 補助 水質重点監視 0.34 0.31 0.32 0.20 0.29 - -

多摩川 多摩川原橋 補助 - - 0.068 - 0.068 0.28 0.28

多摩川 田園調布堰 基準 - - 0.068 - 0.068 0.53 0.53

浅川 長沼橋 補助 - - 0.067 - 0.067 0.56 0.56

鶴見川 鶴見川 亀の子橋 基準 - - 0.095 - 0.095 0.34 0.34

相模川 相模川 馬入橋 基準 - - 0.076 - 0.076 0.43 0.43

富士川 南部橋 補助 - - 0.069 - 0.069 0.21 0.21

富士川 富士川橋 基準 - - 0.067 - 0.067 0.21 0.21

備考　1) 毒性等価係数は、WHO-2006を使用した。

　　　2) 毒性等量は、検出下限値以上の濃度はそのままの値を用い、検出下限値未満の濃度は検出下限値の1/2の値を用いて算出した。

　　　3) 年間値は水質については平均値、底質については最高値である。

 　　 4) 　　　　は、要監視濃度(環境基準値の1/2）を超えたことを示す。

　　　5) 斜字下線は環境基準値(水質：1pg-TEQ/L、底質：150pg-TEQ/g)を超えたことを示す。なお、水質の環境基準値に対する評価は

　　　　年間平均値、底質は年最高値をもって 評価している。

水質 底質

(pg-TEQ/L) (pg-TEQ/g)調査地点名

久慈川

那珂川

利根川

調査地点
区分

富士川

荒川

多摩川

水系名 河川名
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２）内分泌かく乱化学物質等実態調査結果 

平成 28 年度に実施した内分泌かく乱化学物質等の実態調査では、3地点で重点調査濃度を

上回りました。 

（１）調査方法の概要 

動物の生体内に取り込まれた場合に、本来その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影

響を与える外因性物質（以下「内分泌かく乱化学物質」という。）として疑いのある物質について、

平成 10年度から試行的に調査を行ってきました。 

平成 14 年度に、「内分泌かく乱化学物質調査の考え方（案）、国土交通省河川局」が策定され、

関東地方の一級河川 8 水系について水質 19 地点、底質 10 地点で調査を行ってきました。なお、

現在は調査項目（※1）、頻度等は最新の知見に基づいて見直し、調査頻度を 6年に１回の調査とし

ています。 

ただし、重点調査濃度（※2）を上回った場合には、重点調査地点として、毎年１回の調査を行う

こととしています。この場合、3 年連続して重点調査濃度を下回ったときには、重点調査地点を

解除し、調査頻度を元に戻しています。 
※1… 「内分泌かく乱化学物質調査の考え方(案)」（平成 24 年 5 月）では、水質は 4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノー

ル、ビスフェノールＡ、17β-エストラジオール、エストロン、o,p’-DDT を、底質ではべンゾ(ａ)ピレンを調査対象項

目としています。 

※2… 国土交通省が重点的に調査を実施する際の目安として物質ごとに定めた濃度。 

平成 28 年度の調査は重点調査地点である 2 水系 2 河川 2 地点でビスフェノールＡ、17β-エス

トラジオール、o,p'-DDT、4 水系 5 河川 6 地点でエストロンを対象に水質調査を実施しました。

また、2水系 2河川 2地点で底質調査を実施しました。 
 

 （２）調査結果 

平成 28年度の調査では、2水系 2河川 3地点でエストロンの重点調査濃度を上回る結果となり

ました。 
表７ 内分泌かく乱化学物質等の調査結果の詳細 

底質

ビスフェノールA エストロン
17β-エストラ

ジオール
o,p'-DDT ベンゾ（a)

ピレン
(μg/L) (μg/L) (μg/L) (μg/L) (μg/kg)

霞ヶ浦 湖心 基準 ND ND ND ND 8

綾瀬川 内匠橋 基準 0.0010

荒川 荒川 治水橋 基準 0.025 0.0009 ND 0.0000037 ND

多摩川 多摩川原橋 基準 0.0028

多摩川 田園調布堰 基準 0.0017

鶴見川 鶴見川 亀の子橋 基準 0.0054

0.005 0.0001 0.0001 0.0000005 1

24.7 0.0016 0.0015 0.0145 未設定

水質

水系名 河川名 調査地点名
調査
地点
区分

検出下限値

重点調査濃度

多摩川

利根川

 
注 1）重点調査濃度：国土交通省が重点的に調査を実施する際の目安として定めた「内分泌かく乱化学物質調査の考え方（案）」

（平成 24 年 5 月改訂）に基づく重点調査濃度。 
注 2）ND：不検出（検出下限値未満を示す。） 
注 3）    は重点調査濃度を超えたことを示す。 
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５．水質汚濁事故の状況 

河川の水質事故は発生の予見が難しいこと、発生初期における迅速な対

応が被害の拡大防止につながることから、関係機関の密接な連携が不可欠

です。 

このため、関東地方では河川管理者と関係機関からなる「関東地方水質

汚濁対策連絡協議会」（昭和 33 年設立、設立時「関東南部地区水質汚濁防

止調査連絡協議会」）を通じて、休日夜間をとわず事故情報を速やかに関

係機関等へ通知、連絡するとともに、関係機関と一体となって事故の対応

にあたっています。 
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１）水質事故の通報件数 

平成 28 年に関東地方整備局管内での水質汚濁事故の通報件数は 290 件で、平成 27 年度よ

りも 52 件減少しました。 

平成 28年における関東地方整備局管内の水質汚濁事故の通報件数は 290件であり、前年よりも

52件減少し、平成 26 年から減少傾向です。 

水系別にみると、利根川水系の水質汚濁事故の通報件数が最も多いですが、これは河川数が多

いことによるものです。 
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     図 12 水質汚濁事故の通報件数の経年変化 
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  図 13 水系別水質汚濁事故の通報件数 
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２）原因物質別の水質汚濁事故通報件数 

河川の水質汚濁事故の主な原因は油類の流出で全体の 72％でした。 

平成 27 年と同様、平成 28 年も油類の流出による水質汚濁事故の通報件数の割合が最も多い

ことが特徴です。 

 

66% 7% 7% 18% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年

72% 5% 7% 13% 3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年

油類 化学物質 排水・汚泥等 不明 自然現象
 

図 14 原因物質別水質汚濁事故通報件数割合 

 
 
 

表８ 原因物質別水質汚濁事故通報数 
単位：件

油類 化学物質 排水・汚泥等 不明 自然現象 合計
平成27年 226 23 25 60 8 342
平成28年 210 15 19 37 9 290

 
 
 

表９ 水質汚濁事故の原因物質による分類 
分類 説明 

油類 ・重油、軽油、灯油、ガソリン、エンジンオイル、油圧装置等の油類の流出 

化学物質 ・シアン、有機溶剤、農薬等の流出で、事故原因物質の性状が明確なもので、油類、排水・汚
泥に該当しないもの 

排水・汚泥等 ・水質の異変(白濁や pHの異常値等)が排水や汚泥等に由来するもの 

不明 ・自然現象と断定できないもので、魚の浮上等の異常が確認されるが、水質の異変(白濁や pH
の異常値等)が確認できないもの 

・水質の異変(白濁や pHの異常値等)が生じているが、原因物質が不明なもの(油類、化学物質、
排水・汚泥等に分類できないもの) 

自然現象 ・人間活動が直接の原因ではないもの(洪水時の濁質のエラへの詰まりや渇水時の酸欠による魚
のへい死、鉄バクテリアによる着色現象等、自然現象であることが断定できるもの)。 
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各調査地点の水質調査結果 

河川の 141 地点、ダム湖・湖沼の 30 地点について、BOD、COD の調

査結果を基に水質現況と環境基準の達成状況をとりまとめました。 
環境基準の満足状況は以下の通りでした。 
 

分類 
環境基準が設定

されている地点 
環境基準を満足

している地点 
満足状況 

河 川 133 地点 129 地点 97％ 

湖 沼 30 地点 11 地点 37％ 

合 計 163 地点 140 地点 86％ 
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表 10 河川の水質現況（BOD）と環境基準の満足状況 

 

類型
年平均

（mg/L）
BOD75%値
(mg/L)

満足
状況

類型
年平均

（mg/L）
BOD75%値
(mg/L)

満足
状況

久慈川 久慈川 山方 A 0.8 1.0 ○ 利根川 江戸川 市川橋 B 0.8 1.0 ○

久慈川 久慈川 富岡橋 A 0.8 1.0 ○ 利根川 江戸川 江戸川水門（上） B 1.1 1.5 ○

久慈川 山田川 東橋 A 0.9 1.2 ○ 利根川 江戸川 東西線鉄橋下 C 3.0 2.7 ○

久慈川 里川 新落合橋 A 1.0 1.2 ○ 利根川 中川 弥生橋 C 1.5 1.6 ○

久慈川 久慈川 榊橋 A 0.8 1.0 ○ 利根川 中川 八条橋 C 1.9 2.0 ○

那珂川 那珂川 新那珂橋 A 0.7 0.8 ○ 利根川 中川 潮止橋 C 2.2 2.3 ○

那珂川 那珂川 川堀 A 0.7 0.8 ○ 利根川 綾瀬川 槐戸橋 C 2.1 2.4 ○

那珂川 那珂川 野口 A 0.7 0.8 ○ 利根川 綾瀬川 手代橋 C 2.6 3.2 ○

那珂川 藤井川 上合橋 A 0.6 0.7 ○ 利根川 綾瀬川 内匠橋 C 1.8 2.1 ○

那珂川 那珂川 下国井 A 0.7 0.8 ○ 利根川 中川 飯塚橋 C 2.2 2.5 ○

那珂川 桜川 搦手橋 C 3.9 5.5 × 利根川 中川 高砂橋 C 2.0 2.1 ○

那珂川 桜川 駅南小橋 C 3.3 4.7 ○ 荒川 浦山川 浦山ダム 未 1.0 1.1 -

那珂川 那珂川 勝田橋 A 2.1 1.8 ○ 荒川 中津川 滝沢ダム 未 1.1 1.3 -

那珂川 涸沼川 涸沼橋 B 1.1 1.3 ○ 荒川 荒川 正喜橋 A 0.6 0.5 ○

那珂川 那珂川 海門橋 A 0.9 1.1 ○ 荒川 荒川 久下橋 A 0.8 0.9 ○

利根川 利根川 岩本 A 0.7 0.7 ○ 荒川 荒川 御成橋 A 0.9 0.9 ○

利根川 利根川 群馬大橋 A 0.7 0.8 ○ 荒川 荒川 開平橋 A 1.0 1.0 ○

利根川 烏川 高松 B 1.2 1.7 ○ 荒川 高麗川 高麗川大橋 A 0.5 <0.5 ○

利根川 烏川 岩鼻 B 1.3 1.7 ○ 荒川 都幾川 東松山橋 A 0.5 <0.5 ○

利根川 烏川 岩倉橋 B 1.3 1.7 ○ 荒川 越辺川 落合橋(越) B 1.7 2.3 ○

利根川 神流川 藤武橋 A 0.6 0.6 ○ 荒川 小畔川 とげ橋 B 1.0 1.1 ○

利根川 神流川 神流川橋 A 0.5 0.6 ○ 荒川 入間川 落合橋(入) A 0.6 0.6 ○

利根川 利根川 坂東大橋 A 0.8 1.0 ○ 荒川 入間川 入間大橋 A 1.4 1.7 ○

利根川 利根川 上武大橋 A 0.7 0.7 ○ 荒川 荒川 治水橋 A 0.9 1.0 ○

利根川 利根川 刀水橋 A 0.9 1.0 ○ 荒川 荒川 秋ヶ瀬堰(上) A 1.2 1.5 ○

利根川 利根川 利根大堰 A 0.8 0.8 ○ 荒川 荒川 笹目橋 C 3.3 4.2 ○

利根川 渡良瀬川 赤岩用水取水口 A 0.6 0.5 ○ 荒川 荒川 堀切橋 C 1.5 1.8 ○

利根川 渡良瀬川 葉鹿橋 A 0.6 0.6 ○ 荒川 荒川 葛西橋 C 1.2 1.2 ○

利根川 渡良瀬川 中橋 A 0.6 0.6 ○ 多摩川 多摩川 調布橋 A 0.6 0.6 ○

利根川 旗川 旗川末流 B 1.0 1.1 ○ 多摩川 多摩川 永田橋 A 0.6 0.6 ○

利根川 矢場川 矢場川水門 C 1.7 2.3 ○ 多摩川 多摩川 拝島橋 A 0.6 0.6 ○

利根川 渡良瀬川 渡良瀬大橋 B 1.3 1.5 ○ 多摩川 多摩川 日野橋 B 1.1 1.2 ○

利根川 秋山川 秋山川末流 C 1.3 1.4 ○ 多摩川 浅川 鶴巻橋 A 0.9 1.1 ○

利根川 渡良瀬川 新開橋 B 1.3 1.4 ○ 多摩川 浅川 高幡橋 B 0.7 1.0 ○

利根川 巴波川 巴波橋 B 1.4 1.5 ○ 多摩川 多摩川 関戸橋 B 1.1 1.3 ○

利根川 渡良瀬川 三国橋 B 1.6 1.8 ○ 多摩川 大栗川 報恩橋 B 0.8 0.9 ○

利根川 利根川 栗橋 A 1.0 1.0 ○ 多摩川 多摩川 是政橋 B 1.6 1.6 ○

利根川 利根川 芽吹橋 A 1.4 1.3 ○ 多摩川 多摩川 多摩川原橋 B 1.7 2.0 ○

利根川 鬼怒川 川治第一発電所前 AA <0.5 <0.5 ○ 多摩川 多摩川 多摩水道橋 B 1.3 1.7 ○

利根川 湯西川 貯水池(湯西川ダム) AA 0.5 0.6 ○ 多摩川 多摩川 新二子橋 B 1.3 1.1 ○

利根川 男鹿川 五十里ダム AA 0.6 0.5 ○ 多摩川 野川 兵庫橋 D 2.4 2.7 ○

利根川 男鹿川 男鹿川末流 AA <0.5 <0.5 ○ 多摩川 多摩川 二子橋 B 1.3 1.7 ○

利根川 鬼怒川 上平橋 A 0.7 0.8 ○ 多摩川 多摩川 田園調布堰 B 1.1 1.5 ○

利根川 鬼怒川 鬼怒川橋 A 0.6 0.5 ○ 多摩川 多摩川 六郷橋 B 1.8 1.9 ○

利根川 鬼怒川 大道泉橋 A 0.7 0.6 ○ 多摩川 多摩川 大師橋 B 1.3 1.6 ○

利根川 鬼怒川 川島橋 A 0.7 0.8 ○ 鶴見川 大熊川 大竹橋 未 0.7 0.8 -

利根川 鬼怒川 平方 A 0.9 0.9 ○ 鶴見川 鶴見川 亀の子橋 D 2.4 2.8 ○

利根川 鬼怒川 豊水橋 A 1.1 1.0 ○ 鶴見川 鳥山川 又口橋 未 0.9 1.1 -

利根川 鬼怒川 滝下橋 A 1.3 1.6 ○ 鶴見川 早淵川 峰の大橋 未 1.1 1.0 -

利根川 利根川 取手 A 1.2 1.5 ○ 鶴見川 鶴見川 大綱橋 C 2.7 2.8 ○

利根川 小貝川 三谷橋 A 0.9 1.0 ○ 鶴見川 矢上川 矢上川橋 未 2.4 2.0 -

利根川 小貝川 養蚕橋 A 1.0 1.3 ○ 鶴見川 鶴見川 末吉橋 C 1.3 1.2 ○

利根川 小貝川 黒子橋 A 1.2 1.6 ○ 鶴見川 鶴見川 臨港鶴見川橋 C 1.1 1.3 ○

利根川 小貝川 豊原橋 A 1.4 1.6 ○ 相模川 相模川 神川橋 B 0.8 0.8 ○

利根川 小貝川 川又橋 A 1.0 1.3 ○ 相模川 相模川 馬入橋 B 1.0 1.3 ○

利根川 小貝川 文巻橋 A 1.2 1.7 ○ 富士川 釜無川 船山橋 AA 0.6 0.7 ○

利根川 小貝川 中郷 A 1.6 1.9 ○ 富士川 塩川 塩川橋 未 0.7 0.8 -

利根川 利根川 布川 A 1.5 1.9 ○ 富士川 釜無川 信玄橋 A 0.6 0.7 ○

利根川 利根川 須賀 A 1.5 2.1 × 富士川 釜無川 三郡西橋 A 0.7 0.8 ○

利根川 利根川 金江津 A 1.5 2.0 ○ 富士川 笛吹川 亀甲橋 A 0.6 0.6 ○

利根川 利根川 水郷大橋（佐原） A 1.5 1.9 ○ 富士川 重川 重川橋 B 1.1 1.4 ○

利根川 横利根川 八筋川 未 2.6 3.0 - 富士川 日川 日川橋 A 0.7 0.8 ○

利根川 利根川 河口堰 A 1.7 1.9 ○ 富士川 笛吹川 鵜飼橋 A 0.8 0.9 ○

利根川 利根川 銚子大橋 A 0.9 1.0 ○ 富士川 笛吹川 桃林橋 A 1.2 1.5 ○

利根川 江戸川 関宿橋 A 0.7 0.9 ○ 富士川 笛吹川 三郡東橋 A 0.9 1.0 ○

利根川 江戸川 野田橋 A 0.8 0.9 ○ 富士川 富士川 富士橋 A 1.1 1.3 ○

利根川 利根運河 運河橋 B 3.9 4.2 × 富士川 富士川 冨山橋 A 0.8 1.0 ○

利根川 利根運河 運河（合流前） B 6.1 5.4 × 富士川 富士川 南部 A 0.6 0.6 ○

利根川 江戸川 流山橋 A 0.8 0.9 ○ 富士川 富士川 北松野 A 0.6 0.5 ○

利根川 江戸川 新葛飾橋 A 1.0 1.3 ○ 富士川 富士川 富士川橋 A 0.7 0.7 ○

利根川 江戸川 矢切浄水場取水口 A 1.0 1.4 ○ 注1） 類型が未指定の地点は類型を「未」と表記している

注2） 環境基準の満足状況はBOD75％値で評価した。

地点名
平成28年

水系名 河川名 地点名
平成28年

水系名 河川名
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表 11 ダム湖・湖沼の水質現況（COD）と環境基準の満足状況 

類型
年平均
(mg/L）

COD75%値
(mg/L)

満足
状況

類型
年平均
(mg/L）

COD75%値
(mg/L)

満足
状況

利根川 利根川 藤原ダムC（ダム湖） A 1.7 1.8 ○ 利根川 霞ヶ浦 高崎沖 A 7.7 8.7 ×

利根川 利根川 須田貝ダム A 2.4 3.0 ○ 利根川 霞ヶ浦 玉造沖 A 7.2 7.4 ×

利根川 利根川 矢木沢ダム A 2.1 2.3 ○ 利根川 霞ヶ浦 湖心 A 6.8 7.2 ×

利根川 楢俣川 奈良俣ダム A 3.1 3.3 × 利根川 霞ヶ浦 西の洲沖 A 7.0 7.5 ×

利根川 赤谷川 相俣ダムC（ダム湖） A 1.5 1.7 ○ 利根川 霞ヶ浦 麻生沖 A 7.6 7.9 ×

利根川 片品川 薗原ダムB（ダム湖） A 1.9 2.0 ○ 利根川 北浦 武井沖 A 7.8 8.3 ×

利根川 神流川 下久保ダム A 1.9 2.1 ○ 利根川 北浦 釜谷沖 A 7.7 7.7 ×

利根川 渡良瀬川 草木ダム A 1.2 1.3 ○ 利根川 北浦 神宮橋 A 8.4 8.7 ×

利根川 渡良瀬川 渡良瀬貯水池 A 5.6 6.0 × 利根川 常陸利根川 潮来 A 7.3 8.0 ×

利根川 鬼怒川 川俣ダム A 1.8 2.0 ○ 利根川 常陸利根川 外浪逆浦 A 7.3 7.6 ×

利根川 鬼怒川 川治ダム A 1.7 1.8 ○ 利根川 常陸利根川 息栖 A 7.4 7.7 ×

利根川 手賀川 布佐下 B 7.4 7.9 × 利根川 常陸利根川 波崎 A 7.4 7.7 ×

利根川 霞ヶ浦 掛馬沖 A 6.6 6.8 × 荒川 荒川 湖心（二瀬ダム） A 1.4 1.5 ○

利根川 霞ヶ浦 木原沖 A 6.3 6.6 × 荒川 荒川 荒川調整池 A 6.1 6.1 ×

利根川 霞ヶ浦 牛込沖 A 6.6 7.1 × 相模川 中津川 ダムサイト（宮ヶ瀬ダム） A 1.4 1.5 ○

注） 環境基準の満足状況はCOD75％値で評価した。

河川名 地点名
平成28年

水系名 河川名 地点名
平成28年

水系名

 
 
下記の湖沼については、別途目標値が設定されている。COD の 75%値の目標は以下のとおり。 

湖沼名 目標値 

渡良瀬貯水池(谷中湖) 平成 29 年度までの暫定目標値として 7.4mg/L(最低水位未満(干し上げ期)のデータを除外)。 

荒川貯水池(彩湖) 平成 29 年度までの暫定目標値として 3.7mg/L。 

霞ケ浦 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画において、平成 32 年度の水質目標値として霞ケ浦(西

浦)7.7mg/L、北浦 8.4mg/L、常陸利根川 8.1mg/L。 

手賀沼※手賀川（布佐下） 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画において、平成 32 年度の水質目標値として 9.0mg/L。 

 

※BOD （生物化学的酸素要求量）  

河川の水質の汚濁状況を測る代表的な指標である。水中の有機物が好気性微生物により分解されるときに消

費される酸素量のことで、BODの値が大きければ水が汚れていることを表す。 

 

※COD （化学的酸素要求量）  

湖沼や海域の水質の汚濁状況を測る代表的な指標である。水中の有機物を酸化剤で酸化する際に消費される

酸化剤の量を酸素量に換算したもので、CODの値が大きければ水が汚れていることを表す。 

 

※75% 値 

年間の日間平均値の全データをその値の小さいもから順に並べ「0.75×ｎ」番目（ｎは日間平均値のデータ

数）のデータ値をもって 75 ％値とする。(0.75×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。) 

例えば、BOD を毎月 1 回測定していた場合、水質の良い方の（値の小さい方）から数えて 0.75×12＝9 番目

の値が 75%値となる。 
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